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はじめに

この自己評価実施要項は，大学評価・学位授与機構（以下「機構」という ）が平成１３年度に。

着手する教育学系研究評価において，大学及び大学共同利用機関（以下「大学等」という ）が評。

価を受ける際に行う自己評価の方法等について記載したものです。

本要項の構成は，序章，第１章，第２章，第３章からなり 「序章 平成１３年度に着手する大，

学評価の実施方針」では，各大学で自己評価を行うにあたって，平成１３年度に着手する大学評価

の基本的な枠組を理解していただくため，別途機構で作成している実施要綱（ 平成１３年度に着『

手する大学評価の内容・方法等について ）の第１章を抜粋したものを記載しています。』

「第１章 分野別研究評価「教育学系」の対象及び内容等」では，機構が行う教育学系研究評価

の基本的な内容・方法等を解説しています。

「第２章 分野別研究評価「教育学系」の自己評価の方法等」及び「第３章 自己評価書等の作

成及び提出方法」では，各大学等が行う自己評価の具体的方法や自己評価書の具体的な作成方法及

び提出方法等について記載しています。

なお，機構では，機構の評価担当者（大学評価委員会委員，専門委員及び評価員）が評価に当た

って用いる手引書（ 評価実施手引書 ）を併せて作成しています。『 』

各大学等においては，本要項を基に適切かつ効果的な自己評価を実施してください。
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序章 平成１３年度に着手する大学評価の実施方針

本章は，平成１３年度に着手する大学評価の全体の基本的・共通的事柄について記載したもので
。 ， 「 」す 内容は 機構で別途作成しました 平成１３年度に着手する大学評価の内容・方法等について

の第１章と同じものです。

Ⅰ 評価の目的

機構は，国立学校設置法に基づき，大学等（大学及び大学共同利用機関をいう。以下同じ ）。

の教育研究水準の向上に資するため，教育研究活動等の状況について評価を行い，その結果につ
いて，当該大学等及びその設置者に提供するとともに，広く社会に公表することを業務にしてい

ます。
機構の実施する評価は，同法の趣旨を踏まえ，各大学等が競争的環境の中で個性が輝く機関と

して一層発展するよう，次のことを目的にしています。

教育活動，研究活動，社会貢献活動など大学等の行う諸活動（以下「教育研究活動」とい①

。） ， ，う について多面的な評価を行い 評価結果を各大学等にフィードバックすることにより

各大学等の教育研究活動の改善に役立てること。

大学等の教育研究活動の状況や成果を多面的に明らかにし，それを社会に分かりやすく示②

すことにより，公共的な機関として大学等が設置・運営されていることについて，広く国民

の理解と支持が得られるよう支援・促進していくこと。

Ⅱ 評価の基本的な方針

１ 複数の評価手法に基づく多面的な評価

機構は，評価の目的に沿って，各大学等の教育研究活動の個性化や質的充実に向けた主体的な

取組を支援・促進していくために，国際的な視点，地域社会における役割，大学改革の方向性，

国内外の大学の動向などを考慮しながら，次のような複数の評価手法に基づく多面的な評価を行

います。

( ) 評価は，大学等の行う多様な教育研究活動を，次の３区分により多面的に評価します。1

① 全学テーマ別評価)大学等の教育研究活動の状況についての全学的な課題に関する評価(

（ ）② 分野別教育評価大学の各学部及び各研究科における教育活動等の状況についての評価

大学の各学部及び各研究科，各附置研究所その他の各研究組織並びに大学共同利用機関③

における研究活動等の状況についての評価（ ）分野別研究評価

( ) 各区分ごとの評価は，対象機関（組織）における教育研究活動の状況を適切に評価するた2

め，複数の評価項目を設定して行います。

また，大学等から提出された「特記事項 （今後の展望など）について，機構が，機構の行」

った評価の結果から見た所見を付します。
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( ) 評価の手法としては，対象機関から提出された自己評価書と併せて，独自に調査・収集す3

る資料・データに基づき分析する書面調査の方法を用いるとともに，評価区分に応じてヒア

リングまたは訪問調査を行います。

平成１３年度着手の評価では，機構独自の調査・資料収集は，機構が評価する上で，大学

等の自己評価で根拠とした資料・データでは不足する場合に，それらを大学に求める形で実

施します。

( ) 平成１３年度に着手する評価の区分ごとの評価手法及び評価項目は，下表のとおりです。4

評 価 区 分 評 価 手 法 評 価 項 目
【教養教育】
( )実施体制1
( )教育課程の編成2
( )教育方法3
( )教育の効果4

全学テーマ別評価 書面調査及びヒアリング
【研究活動面における社会との連携及び協力】
( )研究活動面における社会との連携及び協力1

の取組
( )取組の実績と効果2
( )改善のための取組3
( )教育の実施体制1
( )教育内容面での取組2

分野別教育評価 書面調査及び訪問調査 ( )教育方法及び成績評価面での取組3
( )教育の達成状況4
( )学習に対する支援5
( )教育の質の向上及び改善のためのシステム6
( )研究体制及び研究支援体制1

書面調査及びヒアリング ( )研究内容及び水準2
分野別研究評価 （工学系は書面調査 ( )研究の社会（社会・経済・文化）的効果3

及び訪問調査） ( )諸施策及び諸機能の達成状況4
( )研究の質の向上及び改善のためのシステム5

２ 目的及び目標に即した評価

( ) 機構の実施する評価は，大学等の個性や特色が十二分に発揮できるよう，大学等の設定す1

る「目的」及び「目標」に即して行います。そのため，大学等の設置の趣旨，歴史や伝統，

規模や資源などの人的あるいは物的条件，地理的条件さらには将来計画などを考慮して，明

確かつ具体的な目的及び目標が設定されていることが前提となります。

機構では，これらのことを十分配慮して，大学等の行う教育研究活動が「目的」及び「目

標」の実現に貢献するものであるか，また，当該活動の結果がそれを達成しているのかなど

の視点から評価を行います。

( ) 機構の評価における「目的」とは，大学等が教育研究活動を実施する全体的な意図を指し2

ます。一般的には，教育研究活動を実施する上での基本的な方針，提供する内容及び方法の



- 3 -

基本的な性格，当該活動を通じて達成しようとしている基本的な成果について示されている

必要があります。

また 「目標」とは 「目的」で示された意図を実現するために設定された具体的な課題を， ，

指します。

３ 自己評価に基づく評価

機構の評価は，大学等の教育研究活動の個性化や質的充実に向けた主体的な取組を支援・促進

するものです。この目的を，透明性と公平性を確保しつつ，実効あるものとして実現していくた

， ， （ ） 。めには 機構の示す評価の枠組みに基づき 対象機関 組織 が自ら評価を行うことが重要です

このため，機構が実施する評価は，国立学校設置法施行規則の規定の趣旨を踏まえ，対象機関

（組織）が行う自己評価の結果（自己評価書として提出され，自己評価結果の根拠となる資料・

データを含みます ）を分析し，その結果を踏まえて行います。。

４ 意見の申立て

機構の実施する評価においては，評価のプロセスにおいて透明性を確保するほか，評価の結果

が大学等における教育研究活動の改善に役立てられるとともに，広く社会に公表されるものであ

ることから，当該結果の正確性を確保し，確定する必要があります。

， ， ， ，このため 機構は 国立学校設置法施行規則の規定の趣旨を踏まえ 評価結果を確定する前に

評価結果を対象機関に通知し，これに対する意見の申立ての機会を設け，申立てがあった場合に

は，再度審議を行った上で，最終的な評価結果を確定します。また，申立ての内容とそれへの対

応は，評価報告書に記載します。

５ 評価システムの改善

機構の評価は，平成１４年度までは必要な態勢を整えるための段階的実施期間として，対象分

野や対象機関数を絞って実施し，平成１５年度から本格的に実施することとしています。

機構は，この段階的実施期間における評価の経験と評価を通じた各大学等における自己改革の

動向等を踏まえつつ，常によりよい大学評価のシステムを求めていくことが重要であると考えて

います。このため，組織・運営面も含め，大学評価が開放的で進化するシステムとなるよう，そ

の改善に努めます。

Ⅲ 区分ごとの評価の対象

( ) の対象となるテーマは，教育活動や研究活動のみならず，全学的な大学運1 全学テーマ別評価

営や社会貢献活動など，大学等の諸活動の多様な側面について，個別の学部や研究科等の課題

にとどまらない，大学等の全学的（全機関的）な課題とします。各年度に着手するテーマにつ
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いては，大学改革の動向，社会の要請及び大学等における自己点検・評価の進捗状況などを勘

案して設定します。

平成１３年度に着手する全学テーマ別評価は，平成１２年度着手継続分の「教養教育」及び

「研究活動面における社会との連携及び協力」の２つのテーマについて実施します。

( ) については，段階的実施期間において９分野を実施する2 分野別教育評価 分野別研究評価及び

こととしており，平成１３年度に着手する評価は 「法学系 「教育学系 「工学系」の３つの， 」， 」，

学問分野を対象として実施します。

Ⅳ 評価の対象時期

機構の実施する評価は，大学等の現在の活動状況について行います。この場合，これまでの状

況の分析を通じて行う必要があります。この評価では，原則として過去５年間の状況を対象とし

ます。

なお，この分析の対象とする期間は，評価の区分，実施するテーマ及び分野，あるいは評価項

目などの特性によっては変更されることがあります。

Ⅴ 評価の実施体制

( ) 評価を実施するに当たっては，国公私立大学の関係者及び社会，経済，文化等各方面の有識1

者からなる を設置します。この委員会の下に，テーマ及び学問分野ごとに，大大学評価委員会

学評価委員会の委員及びそのテーマ・分野の専門家等からなる を設置します。専門委員会

大学等の教育研究活動については，多面的な評価が必要であること，分野における専門領域

が多様であること，さらには対象機関（組織）が多数となることなどから，必要に応じて，当

該テーマ・分野の専門家を として任命します。評価員

評価チ対象機関（組織）ごとの評価に当たっては，専門委員会の委員（及び評価員）による

を編成します。なお，分野別研究評価においては，評価チームのほかに分野ごとに個別のーム

研究活動を評価するため，各専門領域ごとに専門委員会の委員及び評価員で構成する を設部会

置します。

( ) 機構が行う評価をより実効性の高いものとするためには，客観的な立場からの専門的な判断2

を基礎とした信頼性の高い評価を行う必要があります。このため，評価担当者が共通理解のも

とで公正，適切かつ円滑にその職務が遂行できるよう，大学評価の目的，内容及び方法等につ

いて十分な研修を実施します。

機構においては，このように十分な研修を受けた大学評価委員会の委員，専門委員及び評価

員が評価を行います。
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Ⅵ 評価のプロセス

( ) 機構が行う評価は，国立の大学等のうち設置者から要請のあった機関（組織）について実施1

します。

評価のプロセスは，以下のとおりです。

①評価の内容・方法の決定

②大学等における自己評価

③機構における評価の実施

④評 価 結 果 の 確 定

評価を実施するに当たっては，国公私立大学関係者及び

社会，経済，文化等各方面の学識経験者からなる大学評価

委員会において，評価の実施方針を決定します。この実施

方針を踏まえ，大学評価委員会の下に，評価の区分及び個

別のテーマ・学問分野ごとに，そのテーマ・学問分野の専

門家等からなる専門委員会を設置して，具体的な評価の内

容・方法を検討するとともに，実施のための要項等を作成

し，大学評価委員会で決定の上，大学等へ通知します。

大学等においては，機構の示す要項に基づき自己評価を

行い，自己評価書を提出します。

機構では，専門委員会の下に組織された評価チームや部

会において大学等から提出された自己評価書の書面調査を

行うとともにヒアリング又は訪問調査を実施し，これらの

結果を踏まえて評価を行い，その結果を専門委員会で取り

まとめた上，大学評価委員会で評価結果を決定します。

機構は，評価結果を確定する前に評価結果を当該大学等

に通知し，これに対する意見の申立ての機会を設け，申立

てがあった場合には，大学評価委員会において再度審議を

行った上で，最終的な評価結果を確定します。
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( ) 平成１３年度着手の評価は段階的実施期間中に行われるものであることから，各大学等にお2

ける明確かつ具体的な目的及び目標の設定に役立てることを目的として，大学等からの自己評

価書の提出に先だって評価の前提となる各大学等の目的及び目標について事前調査し，明確か

つ具体的な記述の工夫の状況について整理・分析します。その結果については，全般的な傾向

や特徴を含めて各大学等にフィードバックします。

ただし，全学テーマ別評価「教養教育」については，すでに実状調査を実施しましたので，

この事前調査は行いません。

Ⅶ 評価の結果と公表

評価項目ごとの評価結果 評価結果の概要 特記事( ) 評価の結果は， 及びそれらを要約した 並びに1

によって示します。項についての所見

これらのうち，評価項目ごとの評価結果は，次のとおり示します。

① 各評価項目ごとに，取組や活動等が目的及び目標の達成にどの程度貢献しているかなど

について，取組や活動等の状況や貢献等の程度（水準）がわかる形で，根拠・理由ととも

に記述します。

② それらの取組や活動等の中から特に優れた点や問題点等を取り上げ，根拠・理由ととも

に記述します。

( ) 確定した評価結果は，対象機関（組織）の現況，目的及び目標とともに評価報告書としてま2

とめた上，大学等及びその設置者に提供するとともに，印刷物の刊行及びウェブサイトへの掲

載等により，広く社会に公表します。

Ⅷ 情報公開

( ) 機構は，社会と大学等の双方に開かれた組織であるとともに，大学評価については，常によ1

りよいシステムとなるよう，透明性・客観性を高めることが求められていることから，評価に

関して保有する情報は，可能な限り，適切な方法により提供するよう努めます。

( ) 機構に対し，評価に関する行政文書の開示請求があった場合は 「行政機関の保有する情報の2 ，

公開に関する法律 （以下 「情報公開法」という ）により，個人に関する情報などの不開示情」 ， 。

報を除き，原則として開示します。

ただし，評価対象機関から提出され，機構が保有することとなった行政文書については，情

報公開法に基づき当該機関と協議の上，取扱いを決定します。
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第１章 分野別研究評価「教育学系」の対象及び内容等

本章は，機構が平成１３年度に着手する大学評価（分野別研究評価「教育学系 ）について，機構」

が行う評価の内容等を記載したものであり Ⅰ 対象分野及び領域 Ⅱ 対象組織 機関 Ⅲ，「 」，「 （ ）」，「

実施時期 「Ⅳ 評価の対象となる活動」及び「Ⅴ 評価の内容」から構成されています。」，

Ⅰ 対象分野及び領域

この評価は 「教育学系」の分野について，次の領域を対象に実施します。，

対象分野 教 育 学 系(1)

(2) 教育理論対象領域 教 育 学

道徳教育

教育哲学

教育史

教育制度

教育行財政

教育経営

教育政策

教育社会学

教育経済学

教育心理学

臨床心理学

発達学

教育方法

学習指導

生活指導

生徒指導

進路指導

教育相談

幼児教育

養護教育

障害児教育

高等教育

生涯学習

家庭教育

社会教育

男女共生教育

生涯スポーツ

多文化教育
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比較教育

教育工学

情報教育

総合学習

文学・言語系 国 語教科教育学Ⅰ

日本語教育

外国語

社 会 系 社会科

自 然 系 数 学

理 科

芸 術 系 音 楽教科教育学Ⅱ

美 術

保健・体育系 保 健

体 育

技術・家庭系 技 術

家 庭

Ⅱ 対象組織（機関）

国立大学等の教育学系分野のうち設置者から要請のあった６組織（機関）を対象とし，学部及

び研究科，大学共同利用機関を単位として実施します （別紙３「平成１３年度着手の評価対象組。

織（機関）一覧」参照）

Ⅲ 実施時期
平成１４年 １月 大学等への自己評価実施要項の通知

平成１４年 ２月 説明会の実施

平成１４年 ４月末 大学等から研究目的及び目標に関する事前調査回答の提出

平成１４年 ６月 事前調査結果の大学等へのフィードバック

平成１４年 ７月末 大学等から自己評価書等の提出

平成１４年 ８月～ 書面調査及びヒアリングの実施

平成１５年 １月 評価結果を確定する前に当該大学等に通知

平成１５年 ２月 大学等から意見の申立て

平成１５年 ３月 評価結果の確定，公表

評価全体のスケジュールは 別紙４ 平成１３年度に着手する分野別研究評価 教（ ）注 ， 「 「

育学系」実施に係るスケジュール」に示すとおりです。
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Ⅳ 評価の対象となる活動

「研究活動等」を対象とします 「研究活動等」とは 「研究活動」及び( ) 分野別研究評価では1 ， 。 ，

「研究を推進し又は支援するための体制（諸施策及び諸機能を含む （以下「体制」といいま。）」

す ）を意味します。。

「 」 ， （ ， ） ， ，ここで 研究活動 とは 狭義の研究 基礎研究 応用研究 活動にとどまらず 技術の創出

経営ノウハウの創出，スポーツ・芸術の創作やパフォーマンス，学術書，教養書や教科書類の出

版，政策形成等に資する調査報告書の作成，総合雑誌などのジャーナリズム論文の発表等を含む

教員等の創造的活動全般をいいます。

また 「体制」とは，対象組織（機関）が研究を推進し又は支援するために取る組織体制のほ，

か，学科・専攻の連携やプロジェクト研究の振興，人材の発掘・育成，研究資金の運用，施設設

備等研究支援環境の整備，国際的又は地域的な課題に取り組むための共同研究や研究集会の実施

， 。方策 大学共同利用機関や学部附属施設におけるサービス機能等の諸施策及び諸機能をいいます

大学共同利用機関のように，共同利用装置等から生み出される成果がある場合には，その成果( )2

についても評価の対象になります。

( ) 評価項目のうち「研究内容及び水準」及び「研究の社会（社会・経済・文化）的効果」につい3

ては，教員から提出される個別の研究業績を基に学問的内容及び水準等を判定し，それらの状況

を，原則として対象組織（機関）の全体及び領域ごとに明らかにするなどの評価を行います。

この判定は，教員個々人の研究業績の学問的内容及び水準等を判定すること自体を目的とする

ものではなく，他の評価項目と同様，前記二つの評価項目を対象組織（機関）全体の評価として

実施する上での根拠となるデータを得ることにあります。したがって，教員個々人の研究業績の

学問的内容及び水準等の判定結果並びにその根拠となる研究業績に関する資料は，一般に公表し

たり，他の目的に利用されたりすることはありません。

Ⅴ 評価の内容

分野別研究評価「教育学系」は，対象組織（機関）の研究活動等の状況について，次に掲げる評

価項目ごとに評価を行います。また，対象組織（機関）から提出された「特記事項」についての機

構の所見を付します。

( ) 研究体制及び研究支援体制1

( ) 研究内容及び水準2

( ) 研究の社会（社会・経済・文化）的効果3

( ) 諸施策及び諸機能の達成状況4

( ) 研究の質の向上及び改善のためのシステム5
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１ 評価項目の内容

(1) 研究体制及び研究支援体制

この項目では，研究体制（研究そのものを推進又は活性化する組織的な体制をいいます ）及。

び研究支援体制（研究そのものではなく，大学共同利用機関や学部附属施設が機能の一部とし

ているような共同利用等のサービス体制をいいます ）が，設定された研究目的及び目標に沿っ。

たものとなっているかを評価します。

また，上記研究体制及び研究支援体制の下で実施される前記Ⅳの(１)でいう「諸施策及び諸

機能」が，研究目的及び目標に沿った適切な取組になっているか，さらに，研究目的及び目標

の趣旨が学内外の関係者に適切に周知・公表されているかを評価します。

(2) 研究内容及び水準

① この項目では，対象組織 の全体及び領域ごとに，現在の研究活動の状況が，設定（機関）

された研究目的及び目標に照らして，どのような点で優れているか，あるいはどのような改

善点を抱えているかなどを記述する方法による評価を行います。その際，後述②の学問的内

容及び水準についての判定結果並びに教員の構成や組織の置かれている諸条件を考慮した評

価を行います。

② 上述①の評価の前提となる対象組織 における研究活動の学問的内容及び水準につ（機関）

国際的視点を踏まえた独創性，発展性，教育実践への貢献，他分野への貢献いての判定は，

の内容面及び全体としての研究水準について多様な側面から行います。この判定においなど

， ， ， （ ）ては まず教員の個別業績の判定を行い 次にその判定状況を 原則として対象組織 機関

の全体及び領域ごとに整理し，機構の評価報告書には，その整理した結果を記述します。

上述②の教員の個別業績の判定は，関連分野の専門家により，当該業績の質を重視して行③

います。その際，各領域の特性や客観的指標の限界性を考慮しつつ，例えば，評価の高い内

外の学術誌への研究論文の掲載や被引用件数の状況，評価の高い内外の学会での招聘・発表

や学術賞の受賞の状況等を，参考指標として活用することがあります。

なお，この判定に当たっては，国際的な視点を踏まえることになりますが，それは，研究

活動の業績が欧文誌に掲載されている場合のみを意味するのではなく，学問の各領域で内容

的に世界の水準を見て，その水準から判断することを意味します。即ち，例えば日本が一番

進んでいる分野なら，それが邦語誌における研究業績であっても当然に世界的に高い水準の

ものと判断されます。したがって，国際的な視点を踏まえた研究内容及び水準が何を意味す

るかは，教育学の各分野・領域の特性を踏まえつつ，教育学系研究評価専門委員会，さらに

は領域に応じて組織される部会ごとに，検討した上で判断することになります。

④ 研究活動の学問的内容及び水準の判定方法の詳細は，参考資料１のとおりですが，その概
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要は，以下のとおりです。

なお，判定結果は，原則として，対象組織（機関）の全体及び領域ごとに判定段階の割合

がどのようになっているかを明らかにする方法で示します。ただし，対象領域に属する教員

数や判定項目の対象人数が少数であった場合などには，割合を示さないことがあります。

《独創性等の内容面の判定》

ここでは，研究活動の独創性，今後の発展性，教育実践への貢献，他分野への貢献などの

内容面について 「極めて高い （当該領域において非常に高い内容である 「高い （当該， 」 。）， 」

領域において高い内容である 「相応 （当該領域において評価できる要素はあるが必ずし。）， 」

も高くはない内容である 「低い （当該領域において評価できる要素が少ないかほとんど。）， 」

無い ）の４段階及び「該当せず （研究内容の判定対象事項に該当する旨の申告が無く，当。 」

該研究内容の判定の対象に当たらない ）で判定します。この判定は，既に発表され，確立し。

た業績が対象となるのは勿論ですが，加えて，そのような業績ではなくても，他の根拠（レ

ポート，学会発表資料等）から，個性的な取組あるいは先見性や萌芽性を持つと判断できる

研究成果も対象になります。また，これらの他に 「特に具体的な特徴を示して申告のあった，

研究活動」についても判定します。

《研究水準の判定》

ここでは，上記の内容面での判定を踏まえ，個人の研究活動について，その全体としての

研究水準を 「卓越 （当該領域において群を抜いて高い水準にある 「優秀 （当該領域に， 」 。）， 」

おいて指導的あるいは先導的な水準にある 「普通 （当該領域に十分貢献している 「要。）， 」 。），

努力 （当該領域に十分貢献しているとはいえない ）の４段階及び「該当せず （研究内容の」 。 」

判定対象事項のいずれについても申告が無く，当該研究水準の判定の対象に当たらない ）で。

判定します。

(3) 研究の社会（社会・経済・文化）的効果

① この項目では，対象組織 における教員の研究成果の社会（社会・経済・文化）的（機関）

効果について，前掲( )の「研究内容及び水準」の①及び②と同様に，設定された研究目的及2

び目標に照らして，優れた点や改善点などを記述する方法による評価を行うとともに，教員

の個別業績を基に社会的効果の度合いを判定し，その判定結果を，原則として対象組織（機

関）の全体及び領域ごとにどのような割合になっているかを示します。ただし，領域に属す

る教員数が少数である場合などには，割合を示さないことがあります。

なお，研究の社会的効果とは，教員の研究成果そのものが，社会，経済又は文化の各領域

において具体的に役立てられたことを意味し，社会的活動に教員が参加すること自体による

社会貢献を対象とするものではありません。

② 研究の社会的効果の度合いの判定は，教育実践への寄与，地域の教育課題への寄与，政策

形成への寄与，生活基盤の強化などについて 「極めて高い （大きな効果をあげた非常に高， 」
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い内容である 「高い （相当な効果をあげた高い内容である 「相応 （評価できる要素。）， 」 。）， 」

はあるが必ずしも高くはない内容である ）の３段階及び「該当せず （ほとんど効果をあげ。 」

， ， 。）ていない内容か 当該判定の対象事項に該当する旨の申告が無く 判定の対象に当たらない

で行います。ここでは，例えば 「政策形成への寄与」は，国や地方公共団体の審議会等に，

委員として参加すること自体ではなく，審議会等の報告書に自らの研究成果が反映した，あ

るいは審議会等の意思形成に当たって新しい視点の導入や議論の活性化に自らの研究成果が

寄与したなど，具体的に示された効果について判断されます。

(4) 諸施策及び諸機能の達成状況

この項目では，前記( )の「研究体制及び研究支援体制」でいう「諸施策及び諸機能」がどの1

程度達成されているかについて，設定された研究目的及び目標に即して評価します。その際，

研究体制の整備途中であったり，将来計画に向けた転換点にあるため十分な実績が出る段階に

ないなどの事情についても，それを的確に加味した評価を実施します。

(5) 研究の質の向上及び改善のためのシステム

この項目では 対象組織 機関 における研究活動等の実施状況や問題点を把握し 組織 機， （ ） ， （

） ，関 としての研究活動の評価や個々の研究活動等の評価を適切に実施する体制が整っているか

これらの評価結果を研究活動等の質の向上及び改善の取組に結び付けるシステムが整備され機

能しているかについて評価します。

２ 「特記事項」についての所見

対象組織（機関）から提出された「特記事項 （研究活動等の全体を通じた視点からの補足的」

事項や，今後の改革課題・将来構想等の展望等）について，機構が，機構の行った評価の結果

から見た所見を記述します。
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第２章 分野別研究評価「教育学系」の自己評価の方法等

本章は，機構の評価の一環として対象組織（機関）が行う自己評価の具体的方法等について記載

したものであり 「Ⅰ 研究目的及び目標の設定 「Ⅱ 研究目的及び目標の事前調査」及び「Ⅲ， 」，

評価項目ごとの自己評価」から構成されています。また，次章においては，対象組織（機関）が行

う自己評価書等の作成方法等を記載してあります。

機構が行う評価においては，対象組織（機関）が設定する目的及び目標とともに，対象組織（機

関）が行う自己評価の結果が重要な位置を占めることになります。

対象組織（機関）においては，研究目的及び目標の設定を適切に行い，その目的及び目標に即し

た自己評価を評価項目ごとに実施してください。

【第２章Ⅲ】（Ｐ1 6 ～ ）

評価項目全体としての「特に優れた点及び改善点等」の判断

　自己評価のプロセス

研　究　目  的  及  び  目  標  の  設  定

評 価 項 目 ご と の 自 己 評 価

要 素 ご と の 自 己 評 価

評 価 の 観 点 の 設 定

観 点 ご と の 自 己 評 価
観点ごとの特に優れた点，改善点等の抽出

評 価 項 目 ご と の 水 準 の 判 断

【第２章Ⅰ】（Ｐ1 4 ～ ）

評価項目の要素ごとの貢献の程度等の判断

　　　　　　　　  自 己 評 価 書 の 作 成
・対象組織(機関)の現況及び特徴
・研究目的及び目標
・評価項目ごとの自己評価結果

・特記事項
【第３章】（Ｐ21～）

研究目的及び目標の事前調査【第２章Ⅱ】(Ｐ16)
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Ⅰ 研究目的及び目標の設定

１ 研究目的及び目標の設定の意義

機構の実施する評価は，序章のⅡの「２ 目的及び目標に即した評価」に既述したとおり，

大学等の個性や特色が十二分に発揮できるよう，当該大学等の設定する「目的」及び「目標」

に即して行います。このことを研究評価に即していえば，対象組織（機関）の研究活動等の取

組が研究目的及び目標の実現にどの程度貢献するものであるか，また研究活動等の成果が研究

。 ，目的及び目標をどの程度達成しているかの視点から評価を行うことを意味します したがって

研究目的及び目標は，このような評価を行う上での基準となる重要なものであり，それらを基

準として適正な評価を行い得るよう明確かつ具体的に示される必要があります。

２ 研究目的及び目標の設定に当たっての視点

「研究目的」とは，研究活動等を実施する全体的な意図を 「研究目標」とは 「研究目的」， ，

で示された意図を実現するために設定された具体的な課題をいいます。

これまでに対象組織（機関）で現実に設定している研究目的及び目標は，必ずしも自己点検

・評価や外部評価などの評価の基準とすることを意図している訳ではないので，一般的かつ抽

象的なものになっている場合があります。この場合には，現に設定している研究目的及び目標

や，既に行ってきている研究活動等の意図や課題を踏まえつつ，機構の評価の枠組みにおける

研究目的及び目標として，改めて整理の上，明確かつ具体的なものに記述し直す必要がありま

す。

なお，その際には，次の視点を考慮するようにしてください。

(1) 内部的諸条件等の視点

対象組織（機関）における内部的諸条件等を考慮した研究目的及び目標の設定を行う視点

から，対象組織（機関）の設置の趣旨，歴史や伝統，規模や資源などの人的あるいは物的条

， ， 。 ，件 地理的条件 さらには将来計画等の諸要素を踏まえたものにする必要があります なお

この趣旨は，これらの要素自体を記述することにあるのではなく，それらを考慮することに

より，研究目的及び目標に明確性や具体性を持たせることができることにありますので，留

意してください。

(2) 社会的要請等の視点

大学等に対する様々な社会的要請等を考慮した研究目的及び目標の設定を行う視点から，

対象組織（機関）における研究活動等が，いかなる学問的，社会的ニーズを満たすことにな

るのか，また国際的視点や地域社会における役割，大学改革の方向性・国内外の大学の動向

等の関係でどのような意味を持っているのかについても示すことができます。さらには独創

的又は萌芽的な研究の奨励や地道な基盤研究の保証への姿勢などについても示すことができ

ます。
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(3) 目的及び目標の性格の視点

評価項目単位に研究目的及び目標に即した適切な評価を実施する視点から，研究目的及び

目標の記述にあたっては，それらの性格上の分類を考慮する必要があります。即ち，当該性

格上の分類は，必ずしも明確に分けられない場合もありますが，研究活動等を推進又は支援

するために必要な組織編成及び人的・物的資源などを示すインプット的なもの，また研究活

動等をどのような諸施策・諸機能で展開することにより実現していくのかを示すプロセス的

なもの，さらに研究活動等の成果についての期待や諸活動の達成内容を示す成果（アウトカ

ム）的な性格のものに分類できます。

他方，評価項目は 「研究体制及び研究支援体制」及び「研究の質の向上及び改善のための，

システム がインプット的又はプロセス的性格のもの 研究内容及び水準 研究の社会 社」 ，「 」，「 （

会・経済・文化）的効果」及び「諸施策及び諸機能の達成状況」がアウトカム的性格のもの

といえますので，研究目的及び目標を示すに当たっては，これらの評価項目において何を評

価するかを示す「要素」との関連を意識した上で行う必要があります。

(4) 目的と目標との対応関係の視点

研究目的及び目標は，上記のことを考慮しつつ，明確かつ具体的に設定する必要がありま

す。その際，研究目的は，研究活動等を実施する全体的な意図を意味しますので，一般的に

は，研究を推進する基本的な分野・対象，研究体制及び研究支援体制の基本方針，研究を推

進し又は支援するための諸施策・諸機能の基本的あり方などを示す必要があります。

研究目標は，研究目的を達成するための具体的課題を意味しますので，研究目的とまた，

して掲げられた項目に対応させつつ，その意図を達成するための具体的課題を当該項目ごと

に数項目以上にわたって，明確かつ具体的に示す必要があります。

３ 研究目的及び目標の記述に当たっての留意事項

， （ ） ，機構の評価の一環として 対象組織 機関 が設定する研究目的及び目標の記述に際しては

上記２の視点を考慮しつつ，次のことに留意してください。

(1) 活動ではなく意図や課題の記述

研究目的及び目標は，例えば 「・・・を実施している 「・・・を実施してきた 」など， 。」， 。

のように研究活動等そのものだけを記述するのではなく，研究目的は当該活動等で目指して

いる意図を，研究目標は研究目的で示された意図を実現するための具体的な課題を記述する

ようにしてください。

(2) 将来ではなく現在の活動の意図や課題の記述

研究目的及び目標は，例えば 「今後・・・したい 「・・・が今後の目標である 」など， 。」， 。

のように，まだ行っていない将来の研究活動等の目的及び目標を記述するものではありませ

ん。今後の研究目的及び目標の実現に向けて，現在の研究活動等が実施されていることもあ
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り得ますが，その場合には，今後の研究目的及び目標としてではなく，研究目的については

現在実施している研究活動等の意図として，研究目標については研究目的を実現するための

具体的な課題として記述してください。

なお，現在実施している研究活動等は，原則として過去５年間の状況を分析して把握する

を基に目的及び目標を整理することがでことができますので，この期間における研究活動等

きます。

(3) 領域ごとで独自の目的及び目標がある場合の記述

研究目的及び目標は，共通のものだけではなく，領域ごとに独自のものがある場合には，

まず，共通のものを記述した上で，領域ごとに独自の目的及び目標を記述してください。

(4) 箇条書き等簡潔な記述

研究目的及び目標の記述に当たっては，適宜，項立てをしたり，箇条書きにするなど，簡

潔な記述にするようにしてください。なお，字数は，２，０００字以内にしてください。

Ⅱ 研究目的及び目標の事前調査

この評価は，段階的実施期間中に行われるものであることから，自己評価書の提出に先立ち

各対象組織（機関）における明確かつ具体的な研究目的及び目標の設定に役立てることを目的

として，評価の前提となる研究目的及び目標についての事前調査を実施します。研究目的及び

目標の事前調査については，平成１４年４月末日までに機構へ提出してください。

機構においては，各対象組織（機関）から提出のあった事前調査に関し明確かつ具体的な記

述の工夫の状況について整理・分析します。その結果の全般的な傾向や特徴を６月に各対象組

織（機関）にフィードバックしますので，各対象組織（機関）の自己評価書の研究目的及び目

標の明確かつ具体的な記述の参考としてください。

なお，事前調査の具体的な提出方法等については，第３章のⅠ以降を参照してください。

Ⅲ 評価項目ごとの自己評価

１ 項目ごとの評価のプロセスと要素

自己評価は，次の評価項目について，当該項目に示した「要素」ごとに 「評価の観点の設，

」，「 」，「 」 。定 観点ごとの自己評価 評価項目ごとの水準の判断 の流れで実施することになります

ただし，後述するように 「研究内容及び水準」及び「研究の社会（社会・経済・文化）的効，

果」の評価項目については 「評価項目ごとの水準」を導き出す必要はありません。，

なお，評価項目ごとに示されている「要素」は，当該評価項目で何を評価するのかを示した

ものです。
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(1) 研究体制及び研究支援体制

この項目では，研究目的及び目標に照らして，次の要素ごとに自己評価をしてください。

なお，対象組織（機関）によっては，該当しない要素もあり得ます。

○ 研究体制に関する取組状況

○ 研究支援体制に関する取組状況

○ 諸施策に関する取組状況

○ 諸機能に関する取組状況

○ 研究目的及び目標の趣旨の周知及び公表に関する取組状況

(2) 研究内容及び水準

この項目では 「評価の項目ごとの水準」を導き出しませんので，評価項目の要素は示し，

ませんが，研究目的及び目標に照らして，対象組織（機関）の全体及び領域ごとの研究活動

について自己評価をしてください。その際には，教員の構成や組織（機関）の置かれている

諸条件を考慮しながら自己評価をしてください。

(3) 研究の社会（社会・経済・文化）的効果

この項目では 「研究内容及び水準」と同様の方法により，研究の社会（社会・経済・文，

化）的効果について，自己評価をしてください。

(4) 諸施策及び諸機能の達成状況

この項目では，研究目的及び目標に照らして，次の要素ごとに自己評価をしてください。

なお，対象組織（機関）によっては，該当しない要素もあり得ます。

○ 諸施策に関する取組の達成状況

○ 諸機能に関する取組の達成状況

研究の質の向上及び改善のためのシステム(5)

研究目的及び目標に照らして，次の要素ごとに自己評価をしてください。この項目では，

○ 組織としての研究活動等及び個々の教員の研究活動の評価体制

○ 評価結果を研究活動等の質の向上及び改善の取組に結び付けるシステムの整備及び

機能状況

２ 評価の観点の設定

各評価項目の自己評価を実施する際には 様々な観点から実施する必要があります。こ(1) ，

評価項目について，上記１に掲げた「評価項目の要素」ごとに，評価の観点をのため，各

適切に設定してください。

( ) 評価の観点は，設定された研究目的及び目標に沿い，各対象組織（機関）において適切2
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に設定してください。その際，次の点に留意してください。

① 「研究体制及び研究支援体制」の評価項目は，主としてインプット的又はプロセス的

目標について適切に取り組まれたかを，また，アウトカム的目標についてもその実現の

ための取組が行われている場合にはその貢献度を，それぞれ自己評価することになりま

すので，観点設定に当たって留意してください。

② 「諸施策及び諸機能の達成状況」の評価項目は，インプット的又はプロセス的目標に

， 。係る達成度を自己評価することになりますので 観点設定に当たって留意してください

「 」 「 （ ） 」 ，③ 研究内容及び水準 及び 研究の社会 社会・経済・文化 的効果 の評価項目は

アウトカム的目標に係る達成度を自己評価することになりますので，観点設定に当たっ

て留意してください。

④ 「研究の質の向上及び改善のためのシステム」の評価項目は，これに関係するインプ

ット的又はプロセス的目標について適切に取り組まれたかを自己評価することになりま

すので，観点設定に当たって留意してください。

， 「 」( ) 評価の観点を設定する際の参考までに 機構の評価担当者が使用する 評価実施手引書3

に記載されている評価の観点例を参考資料２として添付してあります。ただし，この参考資

料の利用に当たっては，記載されている観点例が，各評価項目での評価を実施する際に用い

， ，る観点として一般的に想定できるか あるいは場合によって想定できるものの例示ですので

各対象組織（機関）においては，これらの観点のすべてを用いる必要はなく，また，これら

以外の観点を設定できることに留意してください。

３ 観点ごとの自己評価

設定した観点を単位に，現在の研( ) 各評価項目の自己評価は 「評価項目の要素」ごとに1 ，

究活動等の状況が，研究目的及び目標を実現する上で，優れているのか，普通なのか，問

題があるのかを，根拠となるデータ等で確認しつつ分析を行ってください。

また，これらの分析の際に，特色ある取組，特に優れた点，改善を要する点，問題点等

について，根拠となるデータ等で確認しつつ抽出しておいてください。

( ) この評価は，原則として過去５年間の状況の分析を通じて行ってください。取組や活動2

の内容等によっては，過去５年間よりもさらに遡る必要が生じたり，５年間よりも短い状

況分析でよい場合があり得ますので，それぞれの状況に応じて適切に判断してください。

４ 評価項目ごとの水準の判断

( ) 評価項目ごとの水準は，まず「評価項目の要素」ごとに，前述の「３ 観点ごとの自己1

評価」で得られた結果から見て，研究目的及び目標の実現に向けた貢献の程度等を判断し

てください。

その際 「研究体制及び研究支援体制」の評価項目については，十分に貢献しているの，
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か，おおむね貢献しているのか，かなり貢献しているのか，ある程度貢献しているのか，

ほとんど貢献していないのか，の区分により判断してください。

また 「諸施策及び諸機能の達成状況」及び「研究の質の向上及び改善のためのシステ，

ム」の評価項目については，上記「貢献」を，前者については「達成 ，後者については」

「機能」とそれぞれ読み替えて，上記と同様の区分により，達成の程度又は機能の程度と

して判断してください。

( ) 次に，上記( )で判断した「評価項目の要素」ごとの貢献の程度等と「観点ごとの自己2 1

評価」で用いた観点の重みなどを総合的に判断して，別紙５「水準を分かりやすく示す記

述法」を参考に，評価項目ごとの水準を導き出してください。

５ 「特に優れた点及び改善点等」の判断

前記「３ 観点ごとの自己評価」で抽出した事項の中から，研究目的及び目標に照らし，

， ， ，評価項目全体から見て 特に重要な点を評価項目全体としての特色ある取組 特に優れた点

改善を要する点，問題点等として判断してください。

６ 「研究内容及び水準」及び「研究の社会的効果」の自己評価等

評価項目のうち「研究内容及び水準」及び「研究の社会（社会・経済・文化）的効果」に係

る自己判定及び自己評価については，次の方法により行ってください。

( ) まず，各教員において，原則として過去５年間の自らの代表的研究業績を５点以内で選1

んで，それを基に自己判定をしてください。

具体的には 「研究内容及び水準」の評価項目については，独創性，発展性，教育実践へ，

の貢献，他分野への貢献，その他の申告事項について内容面でどのように優れているのか

を自己判定してください。また 「研究の社会（社会・経済・文化）的効果」の評価項目に，

ついては，教育実践への寄与，地域の教育課題への寄与，政策形成への寄与，生活基盤の

強化，その他の申告事項について，どのような社会的効果を上げているのかを自己判定し

てください。

これらの自己判定は，それぞれ別紙２「個人別研究活動判定票」に従って行うようにし

てください。

( ) 次に，対象組織（機関）として，研究目的及び目標に照らして，教員の構成や組織（機2

関）の置かれている諸条件を考慮しながら，対象組織（機関）の全体及び領域ごとに現在

の研究活動の状況について自己評価してください その際 適切な観点を設定の上 前記( )。 ， ， 1

の自己判定のほか自己点検・評価報告書や外部検証（評価）報告書など根拠となるデータ

等を基に研究活動の状況を分析し，当該研究活動の優れている点や改善を要する点等を明

らかにするようにしてください。
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， 「 」 ，( ) 機構の評価においては 教員の研究活動の個別業績を 個人別研究活動判定票 を基に3

その内容面及び水準について，それぞれ第１章のⅤの１の( )又は( )に記載した方法によ2 3

り４段階又は３段階の判定を行いますが，対象組織（機関）の教員が行う自己判定におい

ては，この段階判定を行う必要はありません。
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第３章 自己評価書等の作成及び提出方法

本章は，機構の評価の一環として対象組織（機関）が行う自己評価書等の作成及び提出方法につ

いて記載したものであり Ⅰ 研究目的及び目標に関する事前調査回答の作成及び提出方法 Ⅱ，「 」，「

自己評価書の構成 「Ⅲ 自己評価書の作成方法」及び「Ⅳ 自己評価書及び個人別研究活動判定」，

票の提出方法」から構成されています。

Ⅰ 研究目的及び目標に関する事前調査回答の作成及び提出方法

本調査は，対象組織（機関）の明確かつ具体的な研究目的及び目標の設定に役立てることを目

的として実施しますので，第２章の「Ⅰ 研究目的及び目標の設定」で示した内容を踏まえて設

定した研究目的及び目標を，本章Ⅲの２に示す要領によって作成してください。また，研究目的

， （ ） 。及び目標の設定に当たって特記すべき事柄がある場合は 別葉で作成 様式任意 してください

なお，提出は，後記「Ⅳ 自己評価書及び個人別研究活動判定票の提出方法」の１によってく

ださい。

Ⅱ 自己評価書の構成

自己評価書は，次に掲げる事項により構成されていますので，別紙１「自己評価書様式」を参

照の上，対象組織（機関）ごとに作成してください。

( ) 対象組織（機関）の現況及び特徴1

( ) 研究目的及び目標2

( ) 評価項目ごとの自己評価結果3

( ) 特記事項4

Ⅲ 自己評価書の作成方法

１ 対象組織（機関）の現況及び特徴

( ) この「対象組織（機関）の現況及び特徴」は，機構において評価を実施する際の参考と1

するとともに，評価報告書におおむね原文のまま掲載し，対象組織（機関）の現況及び特

徴を社会に分かりやすく紹介するためのものです。

( ) この趣旨を踏まえ，この項目は，対象組織（機関）の「現況」及び「特徴」の２項目で2

構成し，簡潔に２，０００字以内で記述してください。

( ) 「現況」は，次の内容について記述してください。3

機関名①
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学部・研究科名②

所在地③

学部・研究科の構成④

部・研究科の学生数及び教員数⑤ 学

（教員数は，休職や長期海外渡航者を除く専任教員（教授，助教授，講師，助手）の

現員）

( ) 「特徴」については，対象組織（機関）の沿革・理念を踏まえ，また，設定した研究目的4

及び目標の背景となる考え方も含め，対象組織（機関）の特徴が表れるように記述してくだ

さい。

( ) 記述内容は，平成１４年５月１日現在で記述してください。5

２ 研究目的及び目標

( ) この項目は 第２章の「Ⅰ 研究目的及び目標の設定」を踏まえ，対象組織（機関）に1 ,

， ， 。 ， ，おける研究目的及び目標を 簡潔に２ ０００字以内で記述してください なお その際

項立てしたり，箇条書きにするなど分かりやすく記述してください。

( ) 記述内容は，おおむね原文のまま，評価報告書に掲載し，公表します。2

( ) 研究目的及び目標が，明確かつ具体的に記述されていない場合は，評価を行うことがで3

きませんので，再提出を求めます。

３ 評価項目ごとの自己評価結果

(1) この項目は，次の評価項目ごとに，第２章の「Ⅲ 評価項目ごとの自己評価」により行

った「自己評価結果」を，それぞれ３，０００～６，０００字程度で記述してください。た

だし，根拠となるデータ等は，字数制限外とします。なお，規模の大きい対象組織（機関）

などで，この字数制限によれない場合は，別途ご相談ください。

① 研究体制及び研究支援体制

② 研究内容及び水準

③ 研究の社会（社会・経済・文化）的効果

諸施策及び諸機能の達成状況④

研究の質の向上及び改善のためのシステム⑤

( ) 評価項目ごとの「自己評価結果」の記述構成は，次のようにしてください。ただし 「研2 ，

」 「 （ ） 」 ，究内容及び水準 及び 研究の社会 社会・経済・文化 的効果 の評価項目については

第２章のⅢの６の( )に従って記述してください。2

① 「自己評価結果」は 「要素ごとの評価 「評価項目の水準」及び「特に優れた点及び， 」，

改善点等」の３項目で構成してください。
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② 「要素ごとの評価」は，第２章のⅢの１に示した「要素」単位に，次のとおり「観点

ごとの評価結果」と「要素の貢献の程度等」で記述してください。

) 「観点ごとの評価結果」は，第２章のⅢの「３ 観点ごとの自己評価」( )で得られ1 1

た分析結果を，研究活動等の状況とともに，根拠を示した上で，記述してください。

その際，その観点から見て，優れているのか，普通であるのか，問題があるのかがわ

かる表現で記述してください。

) 「要素の貢献の程度等」は，第２章のⅢの「４ 評価項目ごとの水準の判断」( )で2 1

判断した要素の貢献の程度等を記述してください。

③ 「評価項目の水準」は，第２章のⅢの「４ 評価項目ごとの水準の判断」( )で導き出2

「 」 。した水準を別紙５ 水準を分かりやすく示す記述法 の表現を用いて記述してください

「 」 ， 「 「 」④ 特に優れた点及び改善点等 は 第２章のⅢの ５ 特に優れた点及び改善点等

の判断」で特に重要な点と判断した特色ある取組，特に優れた点，改善を要する点，問

題点について，根拠を示しつつ記述してください。

( ) 「観点ごとの評価結果」及び「特に優れた点及び改善点等」を記述する際の根拠の裏付3

けとなるデータ等の示し方は，次のようにしてください。

特に優れた点及び改善① 根拠の裏付けとなるデータ等は，全て本文中に当該評価結果や

抽出した事項との関係が容易に確認できる位置に記載（コピーの貼り付け，点等として

差込でも可。資料別添の方式はとらない ）するようにしてください（別紙１の記述例。

を参照 。その場合，本文中のデータ等には，その名称や出典を必ず明示するようにし）

てください。

② 根拠となるデータ等は，対象組織（機関）で作成した自己点検・評価報告書や外部検

証（評価）報告書の該当部分なども活用してください。

③ 機構の評価に当たり，本文中に記載された根拠となるデータ等が不足していると判断

した場合には，関係資料の追加提出を求めることがあります。

④ 本文中に根拠の裏付けとなるデータ等の貼り付け等が困難な場合は、機構に相談して

ください。

４ 特記事項

( ) 「特記事項」は，対象組織（機関）において，自己評価を実施した結果を踏まえて，研1

究活動等の全体を通じた視点からの補足的事項や，今後の改革課題・将来構想等の展望等

について，特記する事項があれば任意に記述してください。

( ) 「特記事項」は，おおむね原文のまま，評価報告書に掲載し，機構が行った評価の結果2

から見た所見を付して公表しますので，簡潔に１，０００字以内で記述してください（様

式指定 。）
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Ⅳ 自己評価書及び個人別研究活動判定票の提出方法

１ 自己評価書は，Ａ４縦型の用紙に横書きとし，表紙以外の各頁の右上には対象組織（機関）

名を記入の上，電子媒体とともに書面で１部提出してください。

なお，電子媒体の作成にあたっては，次の点に留意してください。

(1) 電子媒体は，３．５インチＦＤ（２ＨＤ型，Windows 1.44ＭＢ フォーマット）又はＣＤ

－ＲＯＭ（Joliet又はRomeoフォーマット）で提出してください。

(2) 自己評価書の様式については，機構が指定するファイル（一太郎版及びＭＳ－Ｗｏｒｄ

。） 。 ，版を用意しています を機構ホームページからダウンロードして使用してください なお

指定した形式により作成できない場合は，ご相談ください。

， （ ） ，「 「 」」(3) 電子媒体には 対象組織 機関 名を記入するとともに 分野別研究評価 教育学系

と記入してください。

(4) 電子媒体で提出する自己評価書データについては，次の点に注意してください。

① 外字は使用しないでください。

② 漢字コードは，原則としてＪＩＳ第１，第２水準の範囲で使用してください。また，

機種に依存する文字は，できる限り使用しないでください。

（例）○付き数字，ローマ数字，単位記号，省略文字，囲み数字など

③ 人名などでＪＩＳ第１，第２水準にない漢字は，代替文字もしくは，かな書きとして

ください。なお，Ｕｎｉｃｏｄｅが使用できるワードプロセッサソフトで作成される場

合は，それに含まれる漢字を使用しても差し支えありません。

④ 数式，化学式は，作成者の責任において適宜表記してください。

２ 「研究内容及び水準」及び「研究の社会（社会・経済・文化）的効果」の評価項目の根拠資

料となる個人別研究活動判定票は書面で４部提出してください 「個人別研究活動判定票」に。

添付する代表的研究業績については５点以内とし，それぞれ１部提出してください。

また，指定した内容により作成できない場合はご相談ください。

３ 提出された書類に記述等の不備がある場合には，再提出又は追加提出を求めることがありま

す。

４ 評価報告書に転載される事項で，指定した分量を超える場合には，再提出を求めることがあ

ります。
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別紙１ 自己評価書様式

分 野 別 研 究 評 価 自 己 評 価 書
「 教 育 学 系 」

（平成１３年度着手分）

○○大学教育学部
大学院○○研究科

自己評価書は，Ａ４縦の用紙に横書きとし，表紙以外の各頁の右上に

組織（機関）名を記入してください。

なお，作成にあたっては，機構が指定する様式ファイル（一太郎版又

はＭＳ－Ｗｏｒｄ版）を機構ホームページ(http://www.niad.ac.jp/)か

らダウンロードして使用してください。

平 成 １ ４ 年 ○ 月

○ ○ 大 学
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自己評価書参考イメージ

○○大学教育学部，大学院○○研究科 ○○大学教育学部，大学院○○研究科

Ⅰ 対象機関の現況及び特徴 Ⅱ 研究目的及び目標

1 機関名 6 特徴 1研究目的

2 学部・研究科名

3 所在地分野別研究評価自己評価書
4 学部・研究科構成「教育学系」

（平成１３年度着手分）

○○大学教育学部

大学院○○研究科

2研究目標

5 学生数及び教員数

平成１４年○月
○ ○ 大 学

-1- ‐2‐

○○大学教育学部，大学院○○研究科 ○○大学教育学部，大学院○○研究科 ○○大学教育学部，大学院○○研究科

Ⅲ 評価項目ごとの自己評価結果
1 研究体制及び研究支援体制 2 研究内容及び水準 3 研究の社会(社会･経済･文化)的効果

（１）要素ごとの評価

観点Ａ 観点Ａ：（要素１）研究体制に関する取組状況 ：

○観点ごとの評価結果 ・個人別研究活動の自己判定や自己点検・評価報告書 ・個人別研究活動の自己判定や自己点検・評価などを

などを基に，研究目的及び目標に照らして，教員の 基に，研究目的及び目標に照らして，教員の構成や

構成や組織の置かれている諸条件を考慮しながら， 組織の置かれている諸条件を考慮しながら，組織全

○要素１の貢献の程度 組織全体及び領域ごとに，優れている点や改善を要 体及び領域ごとに，優れている点や改善を要する点

する点等を記述 等を記述

観点Ｂ： 観点Ｂ：（要素○・・・・・・・・・・・・・）

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・ ・・

・ ・

・ ・ ・

・

・

-3- -○- -○-
-○- -○- -○-
-○- -○- -○-

○○大学教育学部，大学院○○研究科 ○○大学教育学部，大学院○○研究科 ○○大学教育学部，大学院○○研究科

Ⅳ 特記事項
4 諸施策及び諸機能の達成状況 5 研究の質の向上及び改善のためのｼｽﾃﾑ

（１）要素ごとの評価 （１）要素ごとの評価

（要素１）諸施策に関する取組の達成状況 （要素１）組織としての研究活動等及び個々の教

○観点ごとの評価結果 員の研究活動の評価体制

○観点ごとの評価結果

○要素１の達成の程度

○要素１の機能の程度

（要素○・・・・・・・・・・・・・）

・・・・・・・・・・ （要素○・・・・・・・・・・・・・）

・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・

・ ・

・ ・

・

-○- -○- -○-
-○- -○-
-○- -○-

注） は，評価報告書に原文のまま転載します。
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○○大学教育学部，大学院○○研究科

Ⅰ 対象組織(機関)の現況及び特徴

１ 機関名 ６ 特徴○○大学

本学は・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 学部・研究科名 ○○学部

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○研究科

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 所在地 ○○県○○市

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 学部・研究科構成

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○学部 ○○○○学科

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○学科

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○研究科 ○○○○専攻

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○専攻

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 学生数及び教員数

①学生数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

学部学生数○○名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大学院学生数○○名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

②教員数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○名

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－１－

注１） 第３章のⅢの「１ 対象組織の現況及び特徴」により記述してください。
２） この項目は，対象組織(機関)の「現況」及び「特徴」の２項目で構成し，記述内容は，評価報告書に

， ， ， ，掲載し 対象組織(機関)の現況及び特徴を 社会に分かりやすく紹介するという趣旨を踏まえ 簡潔に２
０００字（横２５字×４０行×２段）以内で記述してください。なお，使用するフォントは明朝体９ポイ
ントを基本とします。

３） 「現況」は，機関名，学部・研究科名，所在地，学科・専攻の構成，学部・研究科の学生数及び教員
数（平成１４年５月１日現在）について記述してください。

なお，教員数は，休職や長期海外渡航者を除く専任教官（教授，助教授，講師，助手）の現員としま
す。

４） 「特徴」については，対象組織(機関)の沿革・理念を踏まえ，また設定した研究目的及び目標の背景
となる考え方も含め，対象組織(機関)の特徴が表れるように記述してください。
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○○大学教育学部，大学院○○研究科

Ⅱ 研究目的及び目標

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 研究目的

（１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（領域ごとの独自の研究目的）注５ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （領域ごとの独自の研究目標）注５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 研究目標

（１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－２－

注１）第３章のⅢの「２ 研究目的及び目標」により記述してください。
２）この項目は，第２章の「Ⅰ 研究目的及び目標の設定」を踏まえ，対象組織(機関)における研究目的及

び目標を，簡潔に２，０００字（横２５字×縦４０行×２段）以内で記述してください。なお，使用する
フォントは明朝体９ポイントを基本とします。

３）項立てしたり，箇条書きにするなどわかりやすく記述してください。
４）記述内容は，おおむね原文のまま，評価報告書に掲載し，公表します。
５）領域ごとに独自に研究目的及び目標がある場合に記述してください。
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○○大学教育学部，大学院○○研究科

評価項目ごとの自己評価結果Ⅲ

１ 研究体制及び研究支援体制

（１）要素ごとの評価

（要素１）研究体制に関する取組状況

○観点ごとの評価結果

観点Ａ： ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・ ・・ここでは 「評価項目の要素」で設定した観点ごとに，現在の個々の活動や取組全，

・・ ・・体の状況について記述するとともに，それらが研究目的及び目標を実現する上で優

・・ ・・れているのか，普通であるのか，問題があるのかがわかる表現を用いて根拠を示し

・・ ・・つつ記述してください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

「 データ名 」（ ）

注３〈 根拠の裏付けとなるデータ等 〉

（出典・・・・・）

観点Ｂ： ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「 データ名 」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（ ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 出典・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

・
・
・

○要素１の貢献の程度

以上の観点ごとの自己評価から，研究体制に関する取組状況は，研究目的及び目標の達成

に，おおむね貢献している。
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（要素２）研究支援体制に関する取組状況

○観点ごとの評価結果

観点Ｃ： ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・
・
・

○要素２の貢献の程度

以上の観点ごとの自己評価から，研究支援体制に関する取組状況は，研究目的及び目標の

達成に，おおむね貢献している。

（２）評価項目の水準

以上の自己評価結果を総合的に判断して，研究体制及び研究支援体制は，目的及び目標

の達成におおむね貢献しているが改善の余地もある。

（３）特に優れた点及び改善点等

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・
・
・－３－

－４－
－○－

※他の評価項目（ 研究内容及び水準 「研究の社会（社会・経済・文化）的効果 「諸施策及び「 」 」

諸機能の達成状況 「研究の質の向上及び改善のためのシステム ）についても同様とします。」 」

ただし 「研究内容及び水準 「研究の社会（社会・経済・文化）的効果」の評価項目につい， 」

ては 「評価項目の水準」を導き出す必要はありませんので，観点ごとに優れている点及び改善，

を要する点等を全体及び領域ごとに記述してください。

注１）第３章のⅢの「３ 評価項目ごとの自己評価結果」により記述してください。
２）この項目は，第２章の「Ⅲ 評価項目ごとの自己評価結果」により行った「自己評価結果」をそれぞれ

３，０００～６，０００字程度で記述してください。ただし，根拠の裏付けとなるデータ等は，字数制限
外とします。なお，使用するフォントは明朝体10.5ポイントを基本とします。なお，規模の大きい対象組
織等で，この字数制限によれない場合は，別途ご相談ください。

３）根拠の裏付けとなるデータ等の示し方について
①根拠の裏付けとなるデータ等は，全て本文中に当該評価結果や特に優れた点及び改善点等として抽出し

た事項との関係が容易に確認できる位置に記載（コピーの貼り付け，差込でも可。資料別途の方式は
とらない ）するようにしてください。。

②本文中のデータ等には，データ名や出典を必ず明示してください。

ここでは，観点ごとの分析を行った際に抽出しておいた事項の中から，目的及び

目標に照らし，評価項目全体から見て，特に重要であると判断した特色ある取組，

特に優れた点，改善を要する点，問題点等について，その根拠を示しつつ記述して

ください。
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○○大学教育学部，大学院○○研究科

特記事項Ⅳ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－○－

注１）第３章のⅢの「４ 特記事項」により記述してください。
２）簡潔に１，０００字（横２５字×縦４０行）以内で記述してください。なお，使用するフォントは明朝体

９ポイントを基本とします。
３）記述内容は，おおむね原文のまま，評価報告書に掲載し，公表します。なお，右の段組は，機構におい

て特記事項についての所見を付しますので，記入しないでください。

※記入しない
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別紙２
個人別研究活動判定票について

( ) 分野別研究評価「教育学系」では，対象組織（機関）の研究活動等の状況について，次に掲げ1

る評価項目ごとに評価を行うことになっています。

① 研究体制及び研究支援体制

② 研究の内容及び水準

③ 研究の社会（社会・経済・文化）的効果

④ 諸施策及び諸機能の達成状況

⑤ 研究の質の向上及び改善のためのシステム

( ) 「個人別研究活動判定票」は，上記評価項目のうち「② 研究内容及び水準」及び「③ 研究2

の社会（社会・経済・文化）的効果」の評価を行う上での，重要な資料として作成していただく

ものです。具体的には，教育学系研究評価専門委員会に，関連分野の専門家により領域ごとに設

置されている「部会」において 「個人別研究活動判定票」により提出された研究業績を基に，当，

該研究の内容及び水準等を４段階又は３段階で判定し，その結果を，原則として対象組織（機関）

の全体及び領域ごとに判定段階別の割合を示すために用います。

( ) 「研究の内容及び水準」の評価項目では，対象組織（機関）における研究活動の学問的内容及3

び水準の判定を，国際的視点を踏まえた独創性，発展性，教育実践への貢献，他分野への貢献，

その他の申告事項について多様な側面から行います。

( ) 「研究の社会（社会・経済・文化）的効果」の評価項目では，対象組織（機関）における教員4

の研究成果の社会（社会・経済・文化）的効果の度合いの判定を，教育実践への寄与，地域の教

育課題への寄与，政策形成への寄与，生活基盤の強化，その他の申告事項の側面から行います。

なお，社会的効果とは，教員の研究成果そのものが，社会，経済又は文化の各領域において具

体的に役立てられたことを意味し，社会的活動に教員が参加すること自体による社会的貢献を意

味するものではありません 「政策形成への寄与」を例にとると，審議会等に委員として参加する。

こと自体ではなく，審議会等の報告書に自らの研究成果が反映した，あるいは審議会等の意思形

成に当たって新しい視点の導入や議論の活性化に自らの研究成果が寄与したなど，具体的に効果

を示せるものである必要があります。

このように「個人別研究活動判定票」を作成していただく目的は，教員個々人の研究業績の内( )5

容及び水準等を判定すること自体にあるのではなく，あくまで前記二つの評価項目を対象組織（

機関）全体の評価として実施する上での根拠となるデータを得ることにあります。したがって，

教員個々人の研究業績の内容及び水準等の判定結果並びにその根拠となる研究業績に関する資料

は，一般に公表したり，他の目的に利用されたりすることはありません。

( ) 「研究内容及び水準」及び「研究の社会（社会・経済・文化）的効果」の評価項目の根拠資料6

となる「個人別研究活動判定票」は書面で４部提出してください。また 代表的研究業績（５点，

以内）については 「個人別研究活動判定票」に，それぞれ１部添付（ＶＴＲ，ＣＤ－ＲＯＭ，，

ＭＯ，ＤＶＤも可）して提出してください。





個人別研究活動判定票①

職 名

１．代表的研究活動業績

該当　　※５

教育実践への貢献

教育実践への貢献

教育実践への貢献

教育実践への貢献

教育実践への貢献

※１

※２ 整理ＮＯ．は該当部会コードごとに通し番号を付し，記入してください。

※３　該当部会番号は別添の部会番号票から該当する（評価を受けたい）部会を１つだけ選び、その番号を記入してください。

※４　該当部会番号は別添の部会番号票から該当する（評価を受けたい）部会を１つだけ選び、その番号を記入してください。

※５

②

③

④

⑤

①

当該業績ごとに，該当する事項の有無を判断し，該当する事項がある場合には，当該事項に○を付してください。複数の事項に該当する
場合は，各個所に○を付してください。なお，当該業績単位で該当する事項が一つもない場合は，当該業績の事項欄全体に斜線を引いて
ください。

教育実践への寄与

地域の教育課題への寄与

政策形成への寄与

生活基盤の強化

発展性

独創性

他分野への貢献

政策形成への寄与

発展性 地域の教育課題への寄与

他分野への貢献 生活基盤の強化

独創性 教育実践への寄与

（その他）

教育実践への寄与独創性

発展性 地域の教育課題への寄与

地域の教育課題への寄与

政策形成への寄与

他分野への貢献

教育実践への寄与独創性

生活基盤の強化

発展性

他分野への貢献

地域の教育課題への寄与

政策形成への寄与

生活基盤の強化

別紙２

研 究 者 氏 名 所 属 学 科 ・ 専 攻 名

整理ＮＯ．※２関連部会コード ※１該当部会コード ※１大学コード ※１

大学コード，該当部会コード及び関連部会コードは、別添のコード表（P41）の該当コードを記入してください。

代表的研究活動業績には，論文，著書，作品など研究活動の成果物が対象となります。なお，「論文」の場合は，論文名，掲載誌名，発
表年を，「著書」の場合は，著書名，出版社名，出版年を，「作品」の場合は，作品名，作成年を記入してください(VTR, CD-ROM, MO,
DVDの場合はその概要の記述も添付してください)。

当該業績が社会的効果を及ぼしている点について，該当事項に○を付してください。複数の事項に該当する場合は，各個所に○を付して
ください。なお，当該業績単位で該当する事項が一つもない場合は，当該業績の事項欄全体に斜線を引いてください。

現 在 の 専 門

研究内容

独創性

事　　　項

教育実践への寄与

該当　　※４
代表的研究活動業績　　※３

（その他） （その他）

（その他）（その他）

研究の社会的効果

事　　　項

発展性

（その他）

（その他）（その他）

（その他） （その他）

政策形成への寄与

他分野への貢献 生活基盤の強化
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個人別研究活動判定票②

２．代表的研究活動業績の特色及び強調点

　
　

　・

　・

　・

　・ 一連の研究の総体的業績により社会的効果を及ぼしている場合は，その旨を記述してください。

研 究 者 氏 名

前頁の個人別研究活動判定票①の代表的研究活動業績について，「研究内容面でどのように優れているか」，また，
「社会的にどのような効果を及ぼしているのか」を記述してください。

「研究の社会的効果」について記述している場合は，その根拠となる資料（研究成果が反映している報告書，新聞記事など）も添
付してください。

研究論文等の引用頻度あるいは国際会議での招待講演等を根拠として示すこともできます。
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個人別研究活動判定票③

研 究 者 氏 名

研究活動業績一覧（平成９年度以降発表のもの）　

　　・研究活動業績には，論文，著書，作品など研究活動の成果物が対象となります。

　　・

　　・発表年の新しいものから順番に記入してください。

　　・

　　・

個人の代表的研究活動業績として提出するもの（５点以内)には，◎を付してください。

転勤等により研究者に前任地での研究業績がある場合には，当該前任地での研究業績も含めて記述してください。

リスト作成に当たっては，業績ごとに，「論文」の場合は，論文名，全著者名（本人の名前には下線を引いてください。），掲載誌
名，発表年を，「著書」の場合は，著書名，全著者名（本人の名前には下線を引いてください。），出版社名と出版地，出版年を，
「作品」の場合は，作品名，全作成者名（本人の名前には下線を引いてください。），作成年を記入してください。
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個人別研究活動参考資料 整理NO. 研究者

　※２ 氏 名

(1) 著作・論文数  　　　　　             　(本) 原著 報告 総説 著書 原著 報告 総説 著書 原著 報告 総説 著書 原著 報告 総説 著書 原著 報告 総説 著書 原著 報告 総説 著書

　① 国際学会の雑誌等

　② 学術会議登録団体の紀要、年報等

　③ 研究著作(単行本、研究報告書含む)

　④ 学術会議非登録団体の紀要、年報等

　⑤ 大学・研究機関の紀要、年報等

　⑥ その他（翻訳書等）

(2) 教育実践への貢献(高等教育)   　(本)

　① 教育実践研究刊行物

　② 教育専門誌の論文

　③ テキスト

　④ その他（電子メディア等）

              合　計 (本)

(3) 学会発表                      　　　　    　  (回)

(4) 学会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等の提案 　　　      　 (回)

(5) 芸術・スポーツ・技術の創作・創出 (回)

　① 発表会、出演、展覧会への出品等

　② 個人の発表会、展覧会

　③ 印刷物刊行、電子メディアによる発表

　④ 依頼作品、作曲

              合　計 (回)

                                         　　　　　        (本) 原著 報告 総説 著書 原著 報告 総説 著書 原著 報告 総説 著書 原著 報告 総説 著書 原著 報告 総説 著書 原著 報告 総説 著書

　① 一般書

   ② 一般誌(紙)論文

　③ 教育実践研究刊行物

　④ 教育専門誌(外国雑誌を含む)の論文

　⑤ 初等中等教育用テキスト

　　　合　計 (本)

平成９年度以降に執筆した本数や発表した回数を記入してください。

なお、論文は、次の種類別に区分してください。

　原著(original)：自分の研究をまとめて結論を与えたもの

　報告(report)：事実の記載をした調査報告、監察報告、視察報告など

　総説(review)：特定のテーマについての研究動向、情勢を紹介するもの

　著書(monograph, textbook)：あるテーマについての説明をするもの（学生向けの教科書・参考書も含まれるが、専門家向けは総説に近くなることがある。）

対象年度総計

２．研究の社会（社会・経済・文化）的効果

平成１２年度 平成１３年度平成９年度 平成１０年度 平成１１年度

大学コー
ド　※１

１．研究内容及び水準

平成１３年度 対象年度総計平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度

該当部
会コード
※１





別添

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ⅴ

教 科 教 育 学 Ⅰ

教 科 教 育 学 Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅵ

コ　ー　ド　表

部 会 コ ー ド

弘 前 大 学 Ⅰ

大 学 コ ー ド

筑 波 大 学

教 育 学

東 京 学 芸 大 学

信 州 大 学

鳴 門 教 育 大 学

メ デ ィ ア 教 育 開 発 セ ン タ ー

－41－
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別紙３
平成１３年度着手の評価対象組織（機関）一覧

（分野別研究評価「教育学系 ）」

大学等名 学部・学科名 研究科・専攻名

学校教育教員養成課程 学校教育専攻
弘前大学 教育学部 養護教諭養成課程 教育学研究科 教科教育専攻

生涯教育課程 （修士課程）

筑波大学 教育学系

初等教育教員養成課程 学校教育専攻
中等教育教員養成課程 数学教育専攻
障害児教育教員養成課程 理科教育専攻
生涯学習課程 英語教育専攻
人間福祉課程 国語教育専攻
国際理解教育課程 社会科教育専攻

東京学芸大学 教育学部 環境教育課程 教育学研究科 音楽教育専攻
情報教育課程 （修士課程） 美術教育専攻
芸術文化課程 保健体育専攻

家政教育専攻
障害児教育専攻
技術教育専攻
総合教育開発専攻

学校教育教員養成課程 学校教育専攻
信州大学 教育学部 養護学校教員養成課程 教育学研究科 教科教育専攻

生涯スポーツ課程 （修士課程）
教育カウンセリング課程

学校教育専攻
鳴門教育大学 学校教育学部 学校教育教員養成課程 学校教育研究科 障害児教育専攻

（修士課程） 教科・領域教育専攻

ネットワーク研究開発部門
教育ネットワーク研究開発系 マルチメディア応用研究開発部門

研究開発部門ヒューマンインターフェース

電子メディア流通研究開発部門
メディア教育 学習リソース研究開発系 メディア教材研究開発部門
開発センター 著作権処理システム研究開発部門

メディア活用能力開発研究部門
メディア活用研究開発系 メディア経営研究部門

メディア学習研究開発部門
メディア環境開発研究部門
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別紙４

平成13年度に着手する分野別研究評価「教育学系」実施に係るスケジュール
１３年度 １４年度

機 構 対象組織（機関） 機 構 対象組織（機関）

大学における
４月 ４月 自己評価

○目的及び目標に関する事前調査回答期限

大学評価委員会
５月 ５月

○大学等へ専門委員等推薦依頼

○調査結果の大学等へのフィードバック

６月 ６月

７月 ７月

○大学等からの書類提出期限

専門委員会

８月 大学評価委員会 ８月 部会 評価チーム
研究内容 書面調査
水準等評価○専門委員等選考

９月 ９月
専門委員会設置

， ，評価内容・方法 様式
ヒアリング10月 自己評価実施要項等 10月

検討

評価報告書原案作成11月 11月

12月 12月

大学評価委員会 大学評価委員会
１月 １月

○大学等へ自己評価実施要項等通知 ○大学等へ評価結果通知

○説明会

２月 ２月
○大学等からの意見の

申し立て

大学等における
自己評価 大学評価委員会

３月 ３月

○評価結果公表
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別紙５

水準を分かりやすく示す記述法

① 研究体制及び研究支援体制

研究目的及び目標の達成にどの程度貢献しているか。

・目的及び目標の達成に十分貢献している。
・目的及び目標の達成におおむね貢献しているが，改善の余地もある。

・目的及び目標の達成にかなり貢献しているが，改善の必要がある。
・目的及び目標の達成にある程度貢献しているが，改善の必要が相当にある。
・目的及び目標の達成に貢献しておらず，大幅な改善の必要がある。

④ 諸施策及び諸機能の達成状況

諸施策及び諸機能の達成状況から判断して，研究目的及び目標がどの程度達成されているか。

・目的及び目標が十分に達成されている。

・目的及び目標がおおむね達成されているが，改善の余地もある。
・目的及び目標がかなり達成されているが，改善の必要がある。

・目的及び目標がある程度達成されているが，改善の必要が相当にある。
・目的及び目標の達成が不十分であり，大幅な改善の必要がある。

⑤ 研究の質の向上及び改善のためのシステム

自己評価など研究の質の向上及び改善のためのシステムがどの程度機能しているか。

・向上及び改善のためのシステムが十分機能している。

・向上及び改善のためのシステムがおおむね機能しているが，改善の余地もある。
・向上及び改善のためのシステムがかなり機能しているが，改善の必要がある。
・向上及び改善のためのシステムがある程度機能しているが，改善の必要が相当にある。

・向上及び改善のためのシステムの整備が不十分であり，大幅な改善の必要がある。
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参考資料１
研究活動の学問的内容及び水準等の判定について

評価実施手引書抜粋

， ，「 」この内容は 機構の評価担当者が用いる評価実施手引書の第４章のⅣから 研究内容及び水準

及び「研究の社会（社会・経済・文化）的効果」の評価項目のうち，研究活動の学問的内容及び水

準等の判定に関する部分を抜粋したものです。

１ 基本的考え方

( ) 部会では 「研究内容及び水準」の評価項目に係る研究活動の学問的内容及び水準の判定1 ，

については，国際的な視点を踏まえた多様な側面から行い 「研究の社会（社会・経済・，

文化）的効果」の度合いの判定については，研究活動の成果が社会，経済又は文化の各領

域で具体的に役立てられたかの視点で行う。

なお，ここで「国際的視点を踏まえる」ということの意味は，研究活動の業績が欧文誌

に掲載されている場合のみを意味するのではなく，学問の各領域で内容的に世界の水準を

見て，その水準から判断することを意味する。即ち，例えば日本が一番進んでいる分野な

ら，それが邦語誌における研究業績であっても当然に世界的に高い水準のものと判断する

ことになる。

( ) 部会における研究活動の学問的内容及び水準等の判定の基本的方法は，関連分野の専門2
家により，教員から提出された「個人別研究活動判定票」を基に研究活動の質を重視して

行う「ピアレビュー」とする。

機構では，この趣旨を具現化するため，既述したとおり部会の構成員を，対象領域ごと

の専門家によって構成している。また，各部会においては，原則として１人の教員の研究

業績を専門領域の最も近い複数の部会構成員（評価者）が判定する態勢を整える。

( ) 部会における研究活動の学問的内容及び水準の判定方法は，上記のとおり「ピアレビュ3
ー」を基本とするが，部会又は評価者の判断により，各領域の特性や客観的指標の限界

性を考慮しつつ，例えば，以下の客観的指標を参考として活用することができる。

○ 発表原著研究論文等

・評価の高い内外の学術誌等への掲載

・被引用件数

・発表数

○ 評価の高い内外の学会への招聘・発表

○ 総説，学術書等の執筆・出版

○ 学術賞等の受賞 など

(4) 教員の個別業績の判定は，各領域の部会のうち主たる審査先として申請のあった部会に

おいて行う。なお，複数の分野にまたがる個別業績の判定は，必要に応じて他の部会と協

議しつつ，それぞれの分野の専門家により行う。



- 50 -

２ 研究の内容面の判定段階及び判定方法

，「 」，「 」，「 」 「 」研究の内容面の判定は 独創性 発展性 教育実践への貢献 及び 他分野への貢献

のほか 「特に具体的な特徴を示して申告のあった内容」についても行う。研究の内容面の判，

定段階及び判定方法は，次のとおりとする。

なお，判定結果は，原則として，対象組織（機関）の全体及び領域ごとに判定段階の割合が

どのようになっているかを示す。ただし，対象領域に属する教員数や判定項目の対象人数が少

数であった場合などには，割合を示さないことができる。

研究の内容面の判定段階( )1

研究の内容面は，次の４段階及び「該当せず」で判定する。

「極めて高い （当該領域において非常に高い内容である）」

「高 い （当該領域において高い内容である）」

「 」（ ）相 応 当該領域において評価できる要素はあるが必ずしも高くはない内容である

「低 い （当該領域において評価できる要素が少ないかほとんど無い）」

「該当せず （研究内容の判定対象事項に該当する旨の申告が無く，当該研究内容の」

判定の対象に当たらない）

(2) 研究の内容面の判定方法

研究の内容面の判定方法は，上記１の「基本的考え方」によるほか，次のとおりとす

る。

既に発表され確立した研究業績を対象とすることは勿論，これになお，この判定は，

加えそのような研究業績ではなくても，他の根拠から研究の内容面で評価しうるものに

ついても対象とする。

《 》独創性の判定

当該研究内容に，個性的な取組として評価できる要素があると判断した場合は「極

めて高い 「高い」又は「相応」とし，個性的な取組として評価できる要素が少ない」，

かほとんど無いと判断した場合は「低い ，当該研究内容の判定の対象事項に該当する」

旨の申告が無い場合は「該当せず」とする。

具体的には，当該研究内容が，着想，手法，成果等の面で，まだ先行した発表がな

されていない非常に高い内容である場合は「極めて高い ，一部競合的な研究発表等が」

なされているが個性的な取組の要素をまだ相当有している内容である場合は「高い ，」

個性的な取組の要素を有するが必ずしも高くはない内容である場合は「相応」という

ことを目安にする。

《発展性の判定》

当該研究内容に，先見性や萌芽性の側面で評価できる要素があると判断した場合は

「極めて高い 「高い」又は「相応」とし，先見性や萌芽性の側面で評価できる要素」，

が少ないかほとんど無いと判断した場合は「低い ，当該研究内容の判定の対象事項に」
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該当する旨の申告が無い場合は「該当せず」とする。

具体的には，当該研究内容が，今後発展することについて疑いようがない非常に高

い内容である場合は「極めて高い ，発展する可能性が相当程度含まれている内容であ」

る場合は「高い ，発展する可能性はあるが必ずしも高くはない内容である場合は「相」

応」ということを目安にする。

《教育実践への貢献の判定》

当該研究内容が，学術書，教科書等の出版等を通じて教育実践に貢献していると判

断した場合は「極めて高い 「高い」又は「相応 ，教育実践に貢献していると評価で」， 」

きる要素が少ないかほとんど無いと判断した場合は「低い ，当該研究内容の判定の対」

象事項に該当する旨の申告が無い場合は「該当せず」とする。

具体的には，当該学術書，教科書等の出版等が，その利用実績などから見て教育実

践に非常に高い貢献が行われていると判断できる場合は「極めて高い ，相当高い程度」

の貢献が行われていると判断できる場合は「高い ，ある程度貢献しているが必ずしも」

高くはない内容である場合は「相応」ということを目安にする。

《他分野への貢献の判定》

研究業績が普遍的であり 他の学問分野の発展に貢献していると判断した場合は 極， 「

めて高い 「高い」又は「相応」とし，他の学問分野への貢献として評価できる要素」，

が少ないかほとんど無いと判断した場合は「低い ，当該研究内容の判定の対象事項に」

該当する旨の申告がない場合は「該当せず」とする。

具体的には，当該研究活動なしには対象となる他の研究分野の発展は考えがたい場

合は「極めて高い ，他の研究分野の発展に相当高い貢献をしている内容である場合は」

「高い ，ある程度貢献しているが必ずしも高くはない内容である場合は「相応」とい」

うことを目安にする。

３ 研究水準の判定段階及び判定方法

部会における研究水準の判定は，研究の内容面での判定を踏まえて，当該研究活動の全

体としての水準を導き出す。その判定段階及び判定方法は，次のとおりとする。なお，判

定結果は，原則として，対象組織（機関）の全体及び領域ごとの状況を明らかにする方法

， ， 。で示すが 領域に属する教員数が少数である場合などには 割合を示さないことができる

研究水準の判定段階(1)

研究の水準は，次の４段階及び「該当せず」で判定する。

「卓 越 （当該領域において群を抜いて高い水準にある）」

「優 秀 （当該領域において指導的あるいは先導的な水準にある）」

「普 通 （当該領域に十分貢献している）」

「要努力 （当該領域に十分貢献しているとはいえない）」

「該当せず （研究内容の判定対象事項のいずれについても申告が無く，当該研究水準」

の判定の対象に当たらない）
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研究水準の判定方法( )2

研究水準の判定は，研究の内容面での判定結果を踏まえて行う。この場合，研究の内

容面での判定段階と研究水準の判定段階は，原則として 「極めて高い」と「卓越 「高， 」，

い」と「優秀 「相応」と「普通 「低い」と「要努力」とをそれぞれ対応するものと」， 」，

して取り扱う。また，研究内容の判定対象事項のうち最も上位の判定を得たものを研究

， 。水準の判定段階に対応させ 当該判定をもって全体としての研究水準の判定段階とする

， ，「 」 「 」 「 」 ，「 」ただし 例えば 独創性 と 発展性 とが 高い と判定され 他分野への貢献

も「高い」と判定されるなど，研究の内容面を総合的に見て当該研究の内容が「極めて

高い」と判断できる場合には，全体としての当該研究水準を「卓越」と判定することが

できる。

４ 研究の社会（社会・経済・文化）的効果の判定段階及び判定方法

「 （ ） 」 ，「 」，部会における 研究の社会 社会・経済・文化 的効果 の判定は 教育実践への寄与

「地域の教育課題への寄与 「政策形成への寄与 「生活基盤の強化」のほか 「特に具体」， 」， ，

」 。 「 」 ，的な内容を示して申告があった効果 についても行う ここで 研究の社会的効果 とは

「政策形成への寄与」を例にとると，国や地方公共団体の審議会等に委員として参加するこ

と自体ではなく，審議会等の報告書に自らの研究成果が反映した，あるいは審議会等の意思

形成に当たって新しい視点の導入や議論の活性化に自らの研究成果が寄与したなど，具体的

に示される効果をいう。

「研究の社会（社会・経済・文化）的効果」の判定段階及び判定方法は，次のとおりと

する。なお，判定結果は，原則として，対象組織（機関）の全体及び領域ごとの状況を明

らかにする方法で示すが，領域に属する教員数が少数である場合などには，割合を示さな

いことができる。

( ) 判定は 「極めて高い 「高い」及び「相応」の３段階並びに「該当せず」で行う。1 ， 」，

( ) 研究の成果が，社会，経済又は文化の各領域において，大きな効果をあげた非常に高2
い内容であると判断できる場合は「極めて高い ，相当な効果をあげた内容であると判」

断できる場合は「高い ，評価できる要素はあるが必ずしも高くはない内容であると判」

断した場合は「相応 ，ほとんど影響を与えていないか，当該判定の対象事項に該当す」

る旨の申告が無かった場合は「該当せず」ということを目安とする。
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参考資料２

評価の観点例及び根拠となるデータ等例

本資料は，機構の評価担当者が使用する「評価実施手引書」に記載されている評価の観点例
等を参考資料として添付したものです。

ここに記載されている観点例は，各評価項目での評価を実施する際に用いる観点として一般
的に想定できるか，あるいは場合によって想定できるものの例示です。したがって，これらの
観点は想定できるすべてを表しているものではなく，またすべてを当てはめるべきものでも
ありません。

評価実施手引書抜粋

１ 研究体制及び研究支援体制

【評価の内容】
この項目では，研究体制（研究そのものを推進又は活性化する組織的な体制をいう ）及び。

研究支援体制（研究そのものではなく，大学共同利用機関や学部附属施設が機能の一部として
いるような共同利用等のサービス体制をいう ）が，設定された研究目的及び目標に沿ったも。
のとなっているかを評価する。
また，上記研究体制及び研究支援体制の下で実施される「諸施策及び諸機能」が，研究目的

及び目標に沿った適切な取組になっているか，さらに，研究目的及び目標の趣旨が学内外の関
係者に適切に周知・公表されているかを評価する。

【評価の観点例】
この項目での評価を実施する際に用いる観点として，一般的に想定できるか，あるいは場合

によって想定できるものの例として，次のような事項が考えられる。

① 研究体制に関する取組状況
・学科・専攻の構成や教員等の配置
・研究活動を活性化（プロジェクト研究の振興，学科・専攻間あるいは他機関との連携
等）するための施策の検討を目的とした体制

・研究組織の弾力化（大講座制，研究組織と教育組織の分離等）
・研究者の流動性を高めるための体制（客員研究制度，任期制，公募制等）
・他の研究機関等との連携を促進するための体制（連携大学院制度，寄附講座等）
・研究成果や研究者の研究概要を内外に発信するための体制

② 研究支援体制に関する取組状況
・研究支援に携る研究者・技術者の配置
・共同利用者の意見を反映させる体制
・施設・設備の円滑な利用体制
・共同研究の体制
・共同研究や共同利用の成果等を内外に発信する体制

③ 諸施策に関する取組状況
・プロジェクト研究の振興方策
・人事関係の方策
・外部研究資金の獲得方策
・研究資金の配分・運用方策
・必要な研究環境（図書館，IT，施設設備）の整備方策
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・萌芽的研究を育てる方策
・成果が出るまで長時間を要するような研究を推進する方策
・研究者相互間で研究成果や研究情報を報告又は意見交換するための方策
・国際的な共同研究の実施や研究集会を開催する方策
・国際協力を推進するための方策
・地域的な課題に取り組むための共同研究の実施や研究集会を開催する方策

④ 諸機能に関する取組状況
・共同研究に対するサービス機能
・施設・設備の共同利用に対するサービス機能

⑤ 研究目的及び目標の趣旨の周知及び公表に関する取組状況
・教職員、学生（特に大学院生）に対する周知の方法
・学外者に対する公表の方法

【根拠となるデータ等例】
根拠となるデータ等の例としては，次のようなものが考えられる。

学科・専攻の構成，教員の充足状況，共同利用施設の整備状況，関連規程，外部資金
導入システム，目的及び目標が掲載された印刷物（大学概要，広報誌等 ，ホームページ）
掲載内容 など

２ 研究内容及び水準

【評価の内容】
この項目では，対象組織（機関）の全体及び領域ごとに，現在の研究活動の状況が，設定さ

れた研究目的及び目標に照らして，どのような点で優れているか，あるいはどのような改善点
を抱えているかなどを記述する方法による評価を行う。その際，後述の学問的内容及び水準に
ついての判定結果並びに教員の構成や組織の置かれている諸条件を考慮した評価を行う。
また，この項目では，対象組織（機関）における研究活動の学問的内容及び水準について，

国際的視点を踏まえた独創性，発展性，教育実践への貢献，他分野への貢献などの内容面及び
全体としての研究水準について多様な側面から判定を行う。
この判定は，関連分野の専門家により，教員の個別業績を基に研究活動の質を重視してその

， ， （ ） ，内容及び水準を判定し その判定結果を 原則として対象組織 機関 の全体及び領域ごとに
どのような割合になっているかを示す。

【評価の観点例】
この項目での評価を実施する際に用いる観点として，一般的に想定できるか，あるいは場合

によって想定できるものの例として，次のような事項が考えられる。

・研究活動の独創性の面で優れた研究
・今後の発展性の面で優れた研究
・教育実践への貢献の面で優れた研究
・他分野への貢献の面で優れた研究
・学問の内外の動向から見た特色
・社会的要請の視点から見た特色
・教員組織の構成，資金の規模等から見た特色
・地域性や地理的条件等から見た特色

【根拠となるデータ等例】
根拠となるデータ等の例としては，次のようなものが考えられる。

外部評価報告書又は自己点検評価報告書の関連部分，評価の高い内外の学術誌への掲載
状況，論文被引用回数，招待講演及び研究発表状況，学術賞等受賞状況 など
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３ 研究の社会（社会・経済・文化）的効果

【評価の内容】
この項目では，対象組織（機関）における教員の研究成果の社会（社会・経済・文化）的効

果について，前掲２の「研究内容及び水準」と同様に，設定された研究目的及び目標に照らし
， ， ，て 優れた点や改善点などを記述する方法による評価を行うとともに 教員の個別業績を基に

教育実践への寄与，地域の教育課題への寄与，政策形成への寄与，生活基盤の強化などの社会
的効果の度合いを判定し，その判定結果を，原則として対象組織（機関）の全体及び領域ごと
に，どのような割合になっているかを示す。
なお，研究の社会的効果とは，教員の研究成果そのものが，社会，経済又は文化の各領域に

おいて具体的に役立てられたことを意味し，社会的活動に教員が参加すること自体による社会
貢献を対象とするものではない。

【評価の観点例】
この項目での評価を実施する際に用いる観点として，一般的に想定できるか，あるいは場

合によって想定できるものの例として，次のような事項が考えられる。

・教育実践への寄与の面で優れた研究効果
・地域の教育課題への寄与の面で優れた研究効果
・政策形成への寄与の面で優れた研究効果
・生活基盤の強化の面で優れた研究効果
・教員組織の構成，資金の規模等から見た特色
・地域性や地理的条件等から見た特色

【根拠となるデータ等例】
根拠となるデータ等の例としては，次のようなものが考えられる。
教育実践への寄与の実績，政策面での寄与の実績，地域との連携･協力の実績 など

４ 諸施策及び諸機能の達成状況

【評価の内容】
この項目では，前記１の「研究体制及び研究支援体制」でいう「諸施策及び諸機能」がどの

程度達成されているかについて，設定された研究目的及び目標に即して評価する。その際，研
究体制の整備途中であったり，将来計画に向けた転換点にあるため十分な実績が出る段階にな
いなどの事情についても，それを的確に加味した評価を実施する。

【評価の観点例】
この項目での評価を実施する際に用いる観点として，一般的に想定できるか，あるいは場合

によって想定できるものの例として，次のような事項が考えられる。

① 諸施策に関する取組の達成状況
・プロジェクト振興方策の実施状況
・人事関係の方策の効果
・外部研究資金の獲得状況
・研究資金の配分・運用状況
・必要な研究環境（図書館，IT，施設設備）の整備状況
・萌芽的研究を育てる方策の効果
・成果が出るまで長時間を要するような研究を推進する方策の効果
・研究者相互間における研究成果や研究情報の報告又は意見交換の実施状況
・国際的な共同研究の実施や研究集会の開催状況
・国際協力の推進状況及び効果
・地域的な課題に取り組むための共同研究の実施や研究集会の開催状況
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② 諸機能に関する取組の達成状況
・共同研究の実施状況
・施設・設備の共同利用の実施状況

【根拠となるデータ等例】
根拠となるデータ等の例としては，次のようなものが考えられる。

プロジェクトの実績，科研費等の外部資金取得実績，共同研究・共同利用の実施実績，
研究集会等の開催実績 など

５ 研究の質の向上及び改善のためのシステム

【評価の内容】
大学等においては，組織としての研究活動の評価及び個々の教員の研究活動の評価をそれぞ

れ適切に行うとともに，その結果が研究目的及び目標の見直しも含めた研究の質の向上及び改
善の取組にフィードバックされるシステムを構築する必要がある。
この項目では 対象組織 機関 における研究活動等の実施状況や問題点を把握し 組織 機， （ ） ， （
） ，関 としての研究活動の評価や個々の研究活動等の評価を適切に実施する体制が整っているか

これらの評価結果を研究活動等の質の向上及び改善の取組に結び付けるシステムが整備され機
能しているかについて評価する。

【評価の観点例】
この項目での評価を実施する際に用いる観点として，一般的に想定できるか，あるいは場合

によって想定できるものの例として，次のような事項が考えられる。

① 組織としての研究活動及び個々の教員の研究活動等の評価体制
・組織としての研究活動等を評価する体制
・個々の教員の研究活動を評価する体制
・外部者による研究活動等の評価を実施する体制
・研究活動等の実施状況や問題点を把握するための方策

② 評価結果を研究活動等の質の向上及び改善の取組に結び付けるシステムの整備及び機能
状況
・評価結果を目的及び目標の見直しを含む研究活動等の質の向上及び改善の取組に結び
付けるための方策

・評価結果を目的及び目標の見直しを含む研究活動等の質の向上及び改善の取組に結び
付けるシステムの機能状況

【根拠となるデータ等例】
根拠となるデータ等の例としては，次のようなものが考えられる。
評価体制の関連規程，外部評価報告書又は自己点検評価報告書の関連部分 など
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評価実施手引書抜粋参考資料３
評 価 報 告 書 イ メ ー ジ

（分野別研究評価「教育学系 ）」

○○大学教育学部、大学院○○研究科 ○○大学教育学部、大学院○○研究科

１．大学評価・学位授与機構が行う ２．対象組織（機関）の現況及び特徴

（１）現況 （２） 特徴分野別研究評価報告書 大学評価の概要

・・・・・（教育学系） 機構の行う評価について 分野別研究評価について １） 機関名

・・・・・２） 学部・研究科名

・・・・・○○大学教育学部 ３） 所在地

・・・・・大学院○○研究科 ４） 学部・研究科構成

・・・・ ・・・・・
・・・・ ・・・・・
・・・・ ・・・・・

・・・・・５） 学生数及び教員数

・・・・ ・・・・・大学評価・学位授与機構

・・・・ ・・・・・
-1- -2-

○○大学教育学部、大学院○○研究科 ○○大学教育学部、大学院○○研究科 ○○大学教育学部、大学院○○研究科

３．研究目的及び目標 ４．評価項目ごとの評価結果

(１)研究体制及び研究支援体制 （２） 研究内容及び水準（１） 研究目的

１） ○目的及び目標の実現への ○研究目的及び目標並 組織全体及び領域ごと・・・・・
貢献度の状況 （項目全体の水準が分か びに教員の構成及び対 の判定結果・・・・・ ・・・・・

２） （要素ごとの記述） る記述） 象組織の置かれている・・・・・
諸条件に照らした記述・・・・・ ・・・・・

（２） 研究目標 ○特に優れた点及び改善・・・・・
１） 点等・・・・・
・・・・・ ・・・・・
・・・・・ ・・・・・

・・・・・２）

・・・・・ ・・・・・
-3- -4- -5-

○○大学教育学部、大学院○○研究科 ○○大学教育学部、大学院○○研究科 ○○大学教育学部、大学院○○研究科

研究の質の向上及び改善のためのシステム(３)研究の社会(社会･経済･文化)的 (４)諸施策及び諸機能の達成状況 （５）

組織全体及び領域ご ○目的及び目標に照らし ○改善システムの効果

○研究目的及び目標並 との判定結果 た達成度の状況 （項目全体の水準が分か 機能の状況 （項目全体の水準が分か

びに教員の構成及び対 （要素ごとの記述） る記述） （要素ごとの記述） る記述）

象組織の置かれている

諸条件に照らした記述 ○特に優れた点及び改善 ○特に優れた点及び改善

点等） 点等

-6- -7- -8-



- 5 8 -

○○大学教育学部、大学院○○研究科 ○○大学教育学部、大学院○○研究科 ○○大学教育学部、大学院○○研究科

５．評価結果の概要 ６．特記事項についての所見 ７．意見の申立て

評価項目ごとの評価結果 （４）諸施策及び諸機能 (１)対象組織の記述 (２)機構の所見 (１)申立ての内容 (２)申立てへの対応

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・(１)研究体制及び の達成状況

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・研究支援体制

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・(５)研究の質の向上及び

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・(２)研究内容及び水準 改善のためのシステム

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・
・・・・・ ・・・・・ ・・・・・
・・・・・ ・・・・・ ・・・・・
・・・・・ ・・・・・ ・・・・・
・・・・・ ・・・・・ ・・・・・
・・・・・ ・・・・・ ・・・・・（３）研究の社会（社会・

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・経済・文化）的効果

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・
-9- -10- -11-

注） は，対象組織（機関）から提出された自己評価書等からの転載部分である。


